
                

   

        

                           

                          

昨年 10 月、襷（たすき）が彦根に誕生し、1 年を迎えることが出来ました。ご支援頂いた皆様に感謝申

し上げます。この 1 年間、襷は、①権利擁護に関する相談支援 ②成年後見制度の利用支援 ③権利擁護

支援の“輪”作り ④権利擁護の普及・啓発を四本柱として活動を行い、地域に「権利擁護」の襷が繋がり

出しました。 

これからも地域のみなさんが笑顔で、その人らしく暮らせますよう、少しでも襷の“走者”を増やしたい

と思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

支援の笑顔の輪は広がっています！ 
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昨年 10 月に彦根市権利擁護サポートセンター襷（たす

き）を開設いただき、長年の懸案でありました彦根市の権

利擁護システムの構築に向け大きな一歩を踏み出すこと

が出来ました。 

今後とも市と襷がスクラムを組み、医療・介護・福祉等

の関係機関と地域が一丸となって、高齢や障害の有無に関

わらず、住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりに

向けて取り組みますので、引き続き認定特定非営利活動法

人あさがお様のご支援をよろしくお願い申し上げます。 

 

市の障害福祉施策の基本である「ひこね障害者まちづ

くりプラン」に掲げた理念「みんながともに生きる 安

心と生きがいのあるまち 彦根」をめざしてチームワー

クで頑張ります。 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

賀県職員の、大谷雅代と申します。長年の会員で、応援

する気持ちは一杯あるのですが、仕事などにかまけて、

ほとんど活動に参加できていない私が、文章を書かせていただく

のは光栄な反面、本当に恐縮なのですが、ご指名ですので登場さ

せていただくこととなりました。 

 

 

て、NPO法人「あさがお」との出会いは、平成１７年のことでした。当時、「元気長寿福

祉課」という名称で、高齢者福祉を所管する課があり、そこで仕事をさせていただいて

いました。私は、認知症対策担当というグループのリーダーで、高齢者虐待なども担当しており

ました。ちょうど、高齢者虐待防止法が翌年度から施行されるというタイミングで、高齢者虐待

対応に実績があり、成年後見の実務にも習熟されている「あさがお」さんに、虐待事案や成年後

見について、県内市町や高齢者福祉の現場へのアドバイス役をお願しようということになりまし

た。「あさがお」の事務所にうかがって、皆様に始めてお話を聞いて、早速会員にならせていた

だきました。鎌田先生、尾崎さん始め関係者の皆様の、高齢者の権利擁護への熱い思いに感激し

たことを覚えております。 

 

 

自身は、平成１９年度から別の課に移動になったのですが、以来、「あさがお」がますま

す活動の幅を広げ、専門性を高めておられること、「あさがお通信」を読んだり、知人か

ら聞いたりして、陰ながらとても心強く思ってきました。 

 

最近、私が政策研修センターにいたときには、尾崎さんに、講師になっていただき、高齢者虐

待について県職員に講演していただくという嬉しい再会もありました。 

 

私ももうすぐ定年です。これからは、今よりは少しでもお役にたてることができればなと思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

  大谷 雅代 

多くの方に支えられながら設立 10

周年を迎えたあさがお。外部から関わ

ってくださった関係者の皆様に、あさ

がおへの思い、今後期待することなど

を綴っていただきました。 

 

  

 
今回は、滋賀県庁の大谷雅代さんからメッセージを頂きました。 

大谷さんには、あさがおの初期より、事業内容や運営面でのアドバイスをいただいており、

あさがおにとって、いつもあたたかく応援してくださる心強い存在です。 

おおたに まさよ 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【大津市障害者虐待防止センター連絡先】 

★場所   明日都浜大津4階（浜大津四丁目1－1） 

★電話   ０７７－５２３－７１８８  

★ＦＡＸ  ０７７－５２３－７５５９ 

 

Ｑ虐待対応の流れは？ 

 

Ｑ大津ならではの特徴は？ 

 

Ｑ業務のやりがいは？ 

 

Ｑ虐待対応以外の業務は？ 

相談・通報・届出の受付 

市障害福祉課・障害者虐待防止センター 

受理協議 
通報内容の共有、事実確認のための協議。 

事実確認 
被虐待者、養護者（虐待者）などに対して、

市と防止センターの職員複数名で行う。 
 
支援検討会議（コアメンバー会議） 
虐待として認定するかどうか決定する。 

支援方針検討会議 

相談支援専門員などの支援者も含め、 
支援方針と役割分担を決める。 

支援の実施 

評価会議 
支援の評価、計画の再検討を行う。 
毎月開催し、見直しをしている。 

終結会議 
当初の課題が解決したら終結となる。 

虐待疑いあり 

虐待認定 

一般相談、助言、

相談機関斡旋など 

↓ 

↓ 

↓ 

↓ 
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相談機関斡旋など 

～大津市の障害者虐待対応の流れ～ 

↓ 
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→ 

→ 

明日都浜大津に新しくオープンし
た、あさがおの明日都事務所をご紹介
します。 
後編は、「大津市障害者虐待防止セン

ター」の紹介です。同センターは、平
成28年4月より大津市からあさがおに
委託されています。 

流れは右図を参考にしてください。障害者虐待防止

法に基づいて、虐待対応に関わります。大事にしてい

ることは「これは虐待ではない」という判断は一人で

はしないことです。必ず複数で、判断しています。虐

待の受付は、昨年度で 69件でしたが、今年度は現在

の時点で昨年を上回る受付件数になっています。困っ

ている人がそれだけ多いということですね。また、虐

待の認定がされたケースはそのまま支援が始まるの

ですが、認定されなかったケースについては、「本当

にその判断でよかったのか」「法的に問題なかったの

か」といったことをふり返る事が必要です。なので、

この 10月から、支援検証委員会を開き、第三者の専

門家による検証を行う取組みがスタートしています。 

障害者虐待“防止”法なので“防止”に向けた取り

組みも大切です。各事業所をまわって啓発を行い、管

理職や職員にむけて啓発を行っています。防止センタ

ーの存在を知ってもらい、「虐待は犯罪者扱いをするわ

けではなく、一緒に考えていく」ということをアピー

ルしています。今後は、障害福祉に関わる人向けに、

来たいときに気軽に来てもらえる虐待の研修会を定期

的に行います。障害者虐待防止法は、法律ができて何

年もたっていますが、市民の認識はまだまだ薄いと思

われるので、市民向けに大きな研修会もできればと思

っています。 

滋賀県内では防止センターを外部に委託している

のは大津だけです。メリットとしては、専用のダイヤ

ルがあることで、相談をもらさずにキャッチできる事

だと思います。また、権利擁護サポートセンターが隣

接している強みも生かして支援をしています。 

保護してすぐの時は大混乱していた虐待を受けた本

人が、しばらくたって穏やかな表情になっているのを

見るとき、防止センターが在る意味があったのかなと

感じます。また、家族から虐待を受けている人には「何

をしてもそばで見てくれている人」がいません。防止

センターの職員は、あのときは大変だったね、という

ことを本人と一緒にふり返ることができる立ち位置で

もあるのかもしれません。 

一方、防止センターの仕事で難しいところは、ソー

シャルワーク的な支援と権限を行使しての介入のバラ

ンスを取るところですね。 

虐待なし 

虐待なし 
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権利擁護や成年後見制度について知りたい方 

関心のある方・将来活動したい方へ！ 
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権利擁護を多くの方に知って

いただくため、講演会などを

開催して行きたいと思ってい

ます。寄付でご支援頂ける方、

よろしくお願い申し上げま

す。 

≪振込先≫ 

【ゆうちょ銀行】14610-16725551 

【滋賀銀行】本店営業部 普通 524265 

【口座名義】特定非営利活動法人あさがお 

理事長 竹下育男 

寄付のお願い。 

「やさしい成年後見講座」を開催しました 

権利擁護を多くの方に知っ

て頂くため、講座、講演会な

どを開催して行きたいと思っ

ています。よろしくお願い申

し上げます。 

 

やさしい成年後見講座を､８月２６日（金）・２７日

（土）の２日間に渡り､和邇支所と明日都浜大津で開催

しました｡２日間で２４名の方に参加していただきま

した｡講師に社会福祉士の村田才司さんをお招きし､成

年後見制度とは何か､後見人の役割と責任､成年後見制

度の課題等を､村田さんの経験談を交えて､具体的か

つ､丁寧にお話しして頂きました｡参加された方から､

積極的な意見､質問を頂き､有意義な研修となったので

はないかと思います｡ 

市民後見推進事業では、市民参画のもとで、権利擁護・成年後見活動を安定的に実施するために必要な

組織体制の構築について、専門職や大津市社会福祉協議会、大津市と共に検討を行っています。 

 

平成 28 年度市民後見推進事業 

９月２８日（水）栗東芸術文化会館さきらにて、

シンポジウム「これからの成年後見制度に期待す

るもの」を開催しました。前半の基調講演では、

講師に新潟大学の上山泰さんをお招きし、成年後

見制度利用促進法（平成 28 年 5 月施行）と成年

後見事務円滑化法（同 10 月施行）の解説を中心

にお話しいただきました。法律は制定されたもの

の、枠組みに過ぎず、制度の中身を充実させてい

くためには、裁判所と行政の協力が必要だとのお

話しがありました。後半のシンポジウムでは、当

事者、親族後見人、専門職後見人、権利擁護セン

ター職員の４人にシンポジストとして登壇いた

だき、それぞれの立場から、成年後見制度の課題

や権利擁護についてお話がありました。当日は悪

天候にもかかわらず、１３２名もの方にお集まり

いただきました。ありがとうございました。 

滋賀県高齢者 
虐待防止セミナー 

大津市権利擁護サポートセンター 

（担当：岸場・楠本） 

電話：523-7558 FAX：523-7559   

E メール：otsu-kensapo@email.plala.or.jp 

日  時： 平成28年11月14日（月）、15日（火） 

14日→ 9時30分～16時 

15日→ 13時 15分～16時 

場  所： 明日都浜大津5階 大会議室 

お申込み： 11月 10日（木）までに電話、 

ＦＡＸまたはメールで以下まで↓ 

「権利擁護サポーター研修」 

受講料無料 

（全2回） 


